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◆ 令和７年度会計別予算額一覧  

 
  

（単位：千円）

補正前の額 ５月補正額 補正後の額

47,217,820 5,000 47,222,820

6,718,900 6,718,900

33,500 33,500

14 14

12,400 12,400

27,500 27,500

178,800 178,800

保険事業勘定 8,032,400 8,032,400

介護サービス事業勘定 46,400 46,400

135 135

2,591,500 2,591,500

17,641,549 17,641,549

4,274,800 4,274,800

8,311,600 8,311,600

福知山市民病院 18,989,615 18,989,615

大江分院 866,285 866,285

19,855,900 19,855,900

32,442,300 32,442,300

97,301,669 5,000 97,306,669合　　　　　　　　　計

小　　　　計

企
業
会
計

水道事業

下水道事業

病院事業

小　　　　計

後期高齢者医療事業

会　　　計　　　名

一　　般　　会　　計

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計

国民健康保険事業

国民健康保険診療所費

と畜場費

宅地造成事業

休日急患診療所費

石原土地区画整理事業

介護保険事業

下夜久野地区財産区管理会
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◆ 令和７年度一般会計歳入予算額一覧  

 
 

 

  

（単位：千円）

款 補正前の額 第２号補正額 補正後の額

01 市税 12,196,154 12,196,154

02 地方譲与税 546,752 546,752

03 利子割交付金 7,000 7,000

04 配当割交付金 102,000 102,000

05 株式等譲渡所得割交付金 154,000 154,000

06 地方消費税交付金 2,003,000 2,003,000

07 ゴルフ場利用税交付金 6,000 6,000

08 自動車取得税交付金 1 1

09 環境性能割交付金 95,000 95,000

10 法人事業税交付金 240,000 240,000

11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 25,000 25,000

12 地方特例交付金 89,000 89,000

13 地方交付税 11,990,000 11,990,000

14 交通安全対策特別交付金 7,500 7,500

15 分担金及び負担金 168,431 168,431

16 使用料及び手数料 1,197,536 1,197,536

17 国庫支出金 6,702,836 6,702,836

18 府支出金 3,738,080 3,738,080

19 財産収入 531,047 531,047

20 寄附金 635,500 635,500

21 繰入金 1,506,244 1,506,244

22 諸収入 729,539 5,000 734,539

23 市債 4,547,200 4,547,200

一般会計　合計 47,217,820 5,000 47,222,820
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◆ 令和７年度一般会計歳出予算額一覧（目的別）  

 
 

 

  

（単位：千円）

款 補正前の額 第２号補正額 補正後の額

01 議会費 264,438 264,438

02 総務費 5,415,318 5,000 5,420,318

03 民生費 16,390,099 16,390,099

04 衛生費 6,474,006 6,474,006

05 労働費 17,780 17,780

06 農林業費 1,442,179 1,442,179

07 商工費 551,201 551,201

08 土木費 4,172,995 4,172,995

09 消防費 1,858,678 1,858,678

10 教育費 5,382,353 5,382,353

11 公債費 5,198,773 5,198,773

12 予備費 50,000 50,000

一般会計　合計 47,217,820 5,000 47,222,820
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◆ 令和７年度一般会計歳出予算額一覧（性質別）  

 
 

 

  

（単位：千円）

補正前の額 第２号補正額 補正後の額

8,228,977 8,228,977

う　ち
議　　　員　　　給　　　与　　　費 152,410 152,410

う　ち
職　　　員　　　給　　　与　　　費

6,770,197 6,770,197

6,611,981 6,611,981

219,263 219,263

9,892,829 9,892,829

6,511,833 5,000 6,516,833

6,212,860 6,212,860

う ち 人 件 費 333,796 333,796

6,212,860 6,212,860

補 助 事 業 費 2,798,851 2,798,851

単 独 事 業 費 3,414,009 3,414,009

 ―  ― 

5,198,773 5,198,773

758,256 758,256

233,778 233,778

3,299,270 3,299,270

50,000 50,000

47,217,820 5,000 47,222,820

維 持 補 修 費

区 分

人 件 費

物 件 費

一般会計　合計

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費

普 通 建 設
事 業 費

災 害 復 旧
事 業 費

公 債 費

積 立 金

出 資 金 ・ 貸 付 金

繰 出 金

予 備 費
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◆ ５月補正予算 主要事項  
 

政策名 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち  （単位：千円） 

事業名 コミュニティ助成事業（まちづくり推進課） 継続 

補正予算額 左の財源内訳 補正前予算額 

5,000 

国 府 市債 その他 一般財源 ― 

   5,000  
補正後予算額 

5,000 

 

１ 事業の背景・目的 

住民が行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を

図ることを目的として実施します。 

 

２ 事業の内容 

住民が自主的に行うコミュニティ活動に必要な設備等（建築物、消耗品は除

く）の整備に対して、一般財団法人自治総合センターによる助成の決定を受けた

ため、本市を経由（歳入）し、対象団体に補助金を交付します。 

 

３ 事業費の内訳 

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 地域交流推進費 

負担金補助及び交付金  5,000千円（一般コミュニティ助成事業補助金） 

（内訳） 

  立原自治会  公園遊具整備への補助  2,500千円 

  北一自治会  除雪機等購入への補助  2,500千円 

 

４ 主な特定財源 

(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 

コミュニティ助成事業助成金（まちづくり推進課）  5,000千円 

 

 

担当課 市民生活部まちづくり推進課 電話 直通 24-7225 内線 3132 

  

コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターの宝くじ受託

事業収入による社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や

集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、活力ある地域づく

り等に対して助成を行い、地域福祉の向上に寄与するものです。 
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◆ その他議案 

 

■ 専決処分の承認について  

 

１ 福知山市税条例（一部改正）  ＜R7.3.31 専決第 7号＞ 

【担当課：税務課  電話：(直通)24-9720 (内線)3352】 
 

 １ 改正の理由 

   地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）原動機付自転車について、新基準原付を軽自動車税種別割の税率区分に追加する

ことに伴い、文言の整理を行うこととした。 

（第４７条第１号関係） 

 （２）マイナ免許証の運用開始により減免申請時の運転免許証提示義務等に係る規定を

改めることとし、また、軽自動車税種別割の税率区分の見直しに係る減免申請書の

記載事項の追加により、文言の整理を行うこととした。 

（第４９条の２第２項から第５項関係） 

 （３）文言の整理を行うこととした。 

（第９条第２項第１号及び附則第１０条の２第８項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和７年４月１日 

 

 

 

２ 福知山市都市計画税条例（一部改正）  ＜R7.3.31 専決第 8号＞ 

【担当課：税務課  電話：(直通)24-9720 (内線)3352】 
 

 １ 改正の理由 

   地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   文言の整理を行うこととした。 

（附則第２項、第３項第１号及び第１３項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和７年４月１日 

 

 

 


